
浜松市はままつ夢基金事業審査・選考方法

１ 審査 

 浜松市市民協働推進委員会（以下「委員会」という。）で行い、その結果に基

づき、市が団体の登録や補助金交付予定事業の決定を実施する。ただし、当該

事業に応募した市民活動団体の役員となっている者は審査に加わることはでき

ない。

２ 審査・選考方法 

  団体支援補助事業

    団体支援補助事業では、ア：市民活動団体の基金登録の審査と、イ：

登録団体からの事業提案についての審査を行う。

   ア 市民活動団体の基金登録の審査

市民活動団体の基金登録への審査を、書類選考による第１次審査及び

委員会による第２次審査により行う。

  ①第１次審査

    ・提出された書類について、不備がないかを市で審査する。必要に応

じ、申請書提出団体へ聞き取り調査等を行う。

②第２次審査 

・審査は、会議に出席する委員により行う。 

・委員は、申請団体からの説明及び提出書類の内容により登録の可否

について審査を行う。 

・審査の結果、非登録とする場合には、その理由を付すものとする。 

    ・委員会での審査結果を踏まえ、市は登録団体を決定する。 

《登録の要件》 

 ・はままつ夢基金補助金交付要綱第４条別表に規定する要件を満た

している団体である。 

 ・同要綱第３条第１号の事業を実施することができる団体である。 
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はままつ夢基金 市民活動団体の基金登録の審査 

 登録の要件  

① 第４条別表に規定する要件を満たしている団体である。 

第４条別表 

 項 目 備 考 

① 

社会貢献活動を行うことを主たる目

的とする団体であって、継続性を持

っていること。 

定款第３条の目的や、会報から、

認められる。 

② 
浜松市内に事務所を有し、浜松市内

を活動の拠点としていること。 

主たる事務所所在地は、浜松市

西区入野町である。 

③ 

団体登録申請書の提出時において、

継続して１年以上の活動実績がある

こと。 

平成 23年 4 月 1日に任意団体と

してスタートし、平成 30 年 12

月 3 日に法人化した。 

④ 構成員は 10 人以上であること。 現在の会員数は、152 人である。

⑤ 
宗教的活動又は政治的活動をしてい

ないこと。 

定款、会報から該当する活動は

見受けられない 

⑥ 
公の秩序又は善良の風俗を害する活

動をしていないこと。 

定款、会報から該当する活動は

見受けられない 

⑦ 
法令、条例等に違反する活動をして

いないこと。 

定款、会報から該当する活動は

見受けられない 

⑧ 
規約、会則、定款又はこれらに類す

る書類を有していること。 
定款を有している。 

⑨ 市税の未納がないこと。 



② 第３条第１号の事業（団体支援補助事業）を実施することができる団体で

ある。 

第３条別表 

 項 目 備 考 

① 

浜松市内において実施するもの

であること。 

これまでの活動は、市内において実施

されている。 

【関連】16～17 ページ、20～22 ページ

② 

福祉、環境、文化、スポーツ、

子どもの健全育成その他の社会

貢献に係る分野のものであるこ

と。 

定款第３条（目的）、第４条（活動の種

類）、第５条（事業）から社会貢献に係

る分野の事業を実施することが読み取

れる。 

【関連】８ページ 

③ 

営利を目的としないものである

こと。 

申請団体は、特定非営利活動法人であ

り、営利を目的とした事業を実施する

団体ではない。 

④ 

市民を主たる対象とするもので

あること。 

本年度の事業や、これまでの事業は、

市民を主たる対象として実施してい

る。 

【関連】7ページ、16～17 ページ 

20～22 ページ 

⑤ 
団体を構成する者のみを対象と

するものでないこと。 

シンポジウムや講座等、広く参加者を

募って実施している。 

【関連】7ページ 
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